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令和７年度 監査の結果について  
 
地方自治法第１９９条第１項、第２項、第４項及び第７項の規定により標記監査を行っ

たので、同条第９項の規定により、その結果報告を公表します。 
 

 

１ 定期監査（工事監査）結果報告書 

 
２ 財政局定期監査結果報告書 
 
３ 健康福祉局（後期）定期監査及び関係指定管理者監査結果報告書 

 
４ 農林水産環境局定期監査及び関係指定管理者監査結果報告書 
 
５ 建設局定期監査結果報告書 
 
６ 都市局定期監査結果報告書 
 
７ 上下水道局定期監査結果報告書 
 
 



 

令和７年度 農林水産環境局定期監査（行政監査を含む）及び 

関係指定管理者監査結果報告書 

 

 

１ 監査の実施 

  姫路市監査基準に基づき、次のとおり監査を実施した。 

⑴ 監査の種類 

   地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定に基づく定期監査

及び行政監査並びに同条第７項の規定に基づく指定管理者監査 

 ⑵ 監査の対象 

  ア 定期監査 

    農林水産環境局 

     農林水産部  農政総務課、水産漁港課、土地改良課、林産振興課 

     出先機関   農業振興センター、北部農林事務所、中央卸売市場 

  イ 指定管理者監査 

(ｱ) 合同会社ＲＥＦＡＲＭＡ（仁色ふるさと農園） 

(ｲ) 南恒屋ふれあい農園管理組合（南恒屋ふれあい農園） 

(ｳ) 有限会社 夢前夢工房（夢さき夢のさと） 

      

⑶ 監査の着眼点 

   リスク・アプローチの手法により、識別されたリスク（既知のリスク情

報、リスク管理シート、監査等の着眼点等）から重要度や頻度等を総合的に

考慮して、そのリスクを評価した上で重点的に行う監査の着眼点を設定し

た。 

 ⑷ 監査の主な実施内容 

  ア 定期監査 

    監査は、財務事務及びその他の事務の執行について、その一部を抽出

し、法令等に基づき適正に行われているか、また、合理的かつ効率的に行

われているかなどの視点で実施した。 

  イ 指定管理者監査 

    監査は、施設が法令、条例、協定書等の定めるところにより適切に管理

されているか、出納その他の事務が適正に処理されているかなどにつき、

協定書、関係諸帳票その他関係書類の全部又は一部を抽出して実施した。 

 ⑸ 監査の実施場所及び日程 

  ア 定期監査 



 

 

    監査事務局及び現地 

    令和８年２月８日から同年５月１２日まで 

  イ 指定管理者監査 

    監査事務局及び現地 

   (ｱ) 合同会社ＲＥＦＡＲＭＡ（仁色ふるさと農園） 

     令和８年２月１８日から同年５月１２日まで 

(ｲ) 南恒屋ふれあい農園管理組合（南恒屋ふれあい農園） 

     令和８年２月１８日から同年５月１２日まで 

  (ｳ) 有限会社 夢前夢工房（夢さき夢のさと） 

     令和８年２月１９日から同年５月１２日まで 

 

２ 監査の結果 

 ⑴ 定期監査 

監査の結果、指摘事項は次のとおりである。その他の事務は、事務執行上留

意すべき軽微なものを除き、適正に執行されているものと認めた。 

なお、事業目的外に支出された事案が発覚した多面的機能支払交付金につい

ては、当該交付金の返金並びに国費分及び県費分の返還手続きが完了したこと、

並びに再発防止策が講じられていることを確認した。 

ア 収入関係事務（中央卸売市場） 

   (ｱ) 売場等使用料収入関係事務 

   (ｲ) 電気・水道料等償還金収入関係事務 

     これらの事務について関係書類を調査したところ、未収金が認められた。 

     早期徴収に努められたい。 

   (ｳ) 自動車保管場所使用承諾証明書の発行事務 

     この事務について関係書類を調査したところ、姫路市手数料徴収条例第

２条に基づく手数料の徴収が行われていなかった。また、不徴収とする旨

について、適切な意思決定がなされていなかった。 

証明手数料については、同条例に基づき、適正に徴収事務を執行された

い。また、不徴収とする場合は、姫路市文書取扱規程第１４条第２号及び

第１６条の規定に基づき適正な意思決定を行うべきである。 

なお、同条例第６条第４号の規定を適用する場合は、不徴収とする合理

的な根拠のある例外的なものであり、恒常的に手数料を不徴収とするもの

については、条例等で適正に取扱いを定める必要がある。 

  イ 指定管理関係事務（農政総務課） 

  この事務について関係書類を調査したところ、指定管理全６施設において、



 

 

基本協定書に指定管理業務仕様書及び個人情報取扱特記事項が綴じ込まれて

いなかった。 

また、仕様書に定める書面報告が未提出の施設や、仕様書と異なる使用許

可申請書等の様式を使用している施設があったにもかかわらず、報告書の提

出指導や様式修正の指示を行っていなかった。 

夢さき夢のさと（指定管理者 有限会社 夢前夢工房）においては、仕様

書に定める第三者に委託することができる業務について、再委託先との契約

書及び業務仕様書の写しが未提出であったにもかかわらず、提出を指導して

いなかった。また、会計の独立について、専用口座による管理が困難である

場合は、市と指定管理者で協議の上、その取扱いを決定するものとすると定

めているが、指定管理者が専用口座により管理していないことを把握してお

らず、会計の管理状況の確認ができていなかった。 

施設の所管課として、提出すべき書類の提出指導及び様式に不備がないか

等の確認作業を適正に行い、施設の運営実態に沿った仕様書となるよう内容

を見直すとともに、指定管理者に対し、基本協定書、仕様書及び年度協定書

の規定に基づき、適正に業務を遂行するよう指導されたい。 

ウ 薬品管理事務（農業振興センター） 

  この事務について関係書類を調査したところ、受払簿への記載が出来てお

らず、使用状況を適切に管理できていない農薬があった。 

農薬は、受払簿への記載を徹底し、適正に管理されたい。 

エ 準公金関係事務（農政総務課） 

  この事務について関係書類を調査したところ、姫路市レクリエーションフ

ァーム運営協議会の支出事務において、請求金額に誤りがあるものを支出し

ていた。 

準公金の取扱いにあたっては、複数職員で入出金確認を行うことを徹底す

る等、取扱マニュアルに基づき適正に管理されたい。 

⑵ 指定管理者監査 

  ア 合同会社ＲＥＦＡＲＭＡ（仁色ふるさと農園） 

    監査の結果、事務執行上留意すべき軽微なものを除き、適正に管理運営さ

れているものと認めた。 

イ 南恒屋ふれあい農園管理組合（南恒屋ふれあい農園） 

    監査の結果、適正に管理運営されているものと認めた。 

  ウ 有限会社 夢前夢工房（夢さき夢のさと） 

監査の結果、指摘事項は次のとおりである。その他の事務は、事務執行上

留意すべき軽微なものを除き、適正に管理運営されているものと認めた。 



 

 

(ｱ) 収入及び支出関係事務 

  指定管理業務仕様書に定めている会計の独立について、指定管理業務と

それ以外の会計伝票や領収証が区別して保管されていなかった。また、支

出及び収入を専用口座により管理することが困難な場合は、市と協議の上、

その取扱いを決定するものとされているところ、協議や取扱いについて市

と認識の相違があった。 

基本協定書、仕様書及び年度協定書の規定に基づき、適正に管理業務を

実施されたい。 

   (ｲ) 契約関係事務 

     指定管理者業務仕様書において、第三者に委託した業務については、業

務実施前に再委託先との契約書及び業務仕様書の写しを市に提出すること

を定めているが、契約書を保管しておらず、市に写しを提出していなかっ

た。 

基本協定書、仕様書及び年度協定書の規定に基づき、適正に管理業務を

実施されたい。 

(ｳ) 施設管理事務 

  使用許可申請書に記入漏れがある等申請書類の審査が適正に行われてい

ないものや、申請書が保管できていないものがあった。 

申請書の審査及び保管にあたっては、使用許可は公権力の行使にあたる

行政処分であることに十分留意し、適正に行われたい。 

 


